
森林整備事業・治山事業（公共）
【１８１，２９３（１７９，６４２）百万円】

対策のポイント
・ 施業集約化、路網整備等の取組を推進するほか、森林吸収量の確保に向

けた条件不利地等における間伐や低コスト造林を推進します。

・ 事前防災・減災の観点から山地防災力の強化等に向けた総合的な治山対

策による「緑の国土強靱化」を推進します。

＜背景／課題＞

・我が国の森林資源を活かし、安定的な木材の供給体制を構築するとともに、二酸化炭

素の森林吸収量の算入上限値3.5％（平成25年から平成32年の平均・平成２年度を基

準）を確保し、平成32年度における我が国の新たな温室効果ガス削減目標3.8％（う

ち約４分の３の2.8％分は森林吸収量・平成17年度を基準）の達成に貢献するため、

森林施業の集約化、路網の整備、間伐等を推進する必要があります。

・集中豪雨・地震等による激甚な山地災害やシカ等の食害による森林被害が各地で増加

しており、国民の生命・財産を守るための治山対策や鳥獣被害対策を推進する必要が

あります。

政策目標
○森林吸収量の確保に向けた間伐の実施（平成25年度から平成32年度までの

８年間の年平均：52万ヘクタール）

○周辺森林の山地災害防止機能等が確保された集落の増加

＜主な内容＞

１．森林整備事業 １１９,７２３（１１８，４９８）百万円

（１）施業の集約化を図り、間伐やこれと一体となった路網の整備、主伐後の再造林

等を推進します（「保育間伐」を新設するとともに、切捨間伐の助成対象を見直し、

対象齢級を現行の５齢級から７齢級に引き上げ）。

また、現場の実態に即して必要な施業を推進できるよう、森林経営計画制度の見

直しを進めます。

森林環境保全直接支援事業 ２３，２９１（２３，１９３）百万円

林業専用道整備対策 １１，０８６（１２，５２１）百万円

国費率：１０／１０、１／２、３／１０等

事業実施主体：国、都道府県、市町村、森林所有者等

（２）所有者の自助努力によっては適正な整備ができない条件不利地等を対象として、

公的主体による間伐等の森林整備を支援するとともに、鳥獣被害対策を推進します。

環境林整備事業 ２，７２６ （４，５００）百万円

水源林造成事業 ２４，８７０（２３，９５２）百万円

国費率：１０／１０、３／１０等

事業実施主体：国、都道府県、市町村、（独）森林総合研究所等
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（３）地球温暖化防止のため、地域の実態に即して間伐や路網整備等を行えるよう、現

場の創意工夫が活かせる柔軟な助成を実施します。

美しい森林づくり基盤整備交付金 ６４５（１，０００）百万円

国費率：１／２

事業実施主体：市町村、森林所有者等

２．治山事業 ６１，５７０（６１，１４４）百万円

（１）山地防災力の強化
荒廃山地の復旧整備や水土保全機能が低下した森林の整備を一体的に実施する

とともに、山地災害から避難経路の保全を図り、集落の孤立化を防止するなど、

山地防災力の強化に向けた取組を推進します。

また、崩壊危険箇所の把握等の脆弱性評価を行い、効果的な治山計画の作成を

図ります。

山地治山総合対策事業、山地治山事業 ３０，１１４（３０，８８９）百万円

水源地域等保安林整備事業 ８，６５５ （９，２９０）百万円

治山事業調査費 １７３（１７３）百万円の内数

国費率：１０／１０、１／２等

事業実施主体：国、都道府県

（２）津波に強い海岸防災林の整備
南海トラフ巨大地震等により発生が想定される津波に対する多重防御の一つと

して「粘り強い海岸防災林」の整備を推進します。

防災林造成事業 ２，５８０（２，４５７）百万円

国費率：１０／１０、１／２等

事業実施主体：国、都道府県

※（ ）内に記載する治山事業の25年度予算額は、東日本大震災復興特別会計への繰入れ

分（津波対策144百万円）を含む。

お問い合わせ先：

１の事業 林野庁整備課 （０３－６７４４－２３０３）

２の事業 林野庁治山課 （０３－６７４４－２３０８）
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森林整備事業・治山事業（公共）
【復旧・復興対策 ９，１７４（１６，４７３）百万円】

対策のポイント
・ 間伐等の実施により、東日本大震災の被災地等における「災害に強い森

林づくり」を進めます。

・ 東日本大震災で被災した海岸防災林の復旧・再生や山腹崩壊地等の復旧

整備を通じ、地域の安全・安心を確保します。

＜背景／課題＞

・東日本大震災により、青森県から千葉県までの約140kmに及ぶ海岸防災林が被災する

とともに、山地においても多くの箇所で山腹崩壊、林道施設等の被害が発生しており、

台風や豪雨等により更なる被害の拡大が懸念されます。

・福島第一原子力発電所の事故により放散された放射性物質の影響のある区域では、森

林所有者の経営意欲の減退、被ばくへの不安等から、森林整備が停滞するおそれがあ

り、森林の公益的機能の低下が懸念される状況となっています。

政策目標

○土壌を保持する能力等が良好に保たれている森林の割合の増加。

○海岸防災林の造成に必要な基盤造成を平成27年度までに完了し、

その後順次植栽を実施（全体の復旧は概ね平成32年度までに完

了。）。

＜主な内容＞

１．森林整備事業
東日本大震災により林地荒廃等の森林被害が発生した岩手、宮城、福島の被災３

県において適切な間伐等の実施による「災害に強い森林づくり」を進めるとともに、

放射性物質の影響等により整備が進み難い人工林等において、公的主体による緊急

的な間伐等を進めます。

２．治山事業
東日本大震災で被災した海岸防災林の復旧・再生や山腹崩壊地等における復旧整

備を進めます。

森林整備事業 ４，６３３（８，０９７）百万円

治山事業 ４，５４１（８，３７６）百万円

国費率：１０／１０、２／３、１／２、３／１０等

事業実施主体：国、都道府県、（独）森林総合研究所等

お問い合わせ先：

１の事業 林野庁整備課 （０３－６７４４－２３０３（直））

２の事業 林野庁治山課 （０３－６７４４－２３０８（直））

［平成26年度予算の概要］






